
ふくしま県産材利用推進方針

平成２３年７月１２日制定
１ 背景及び目的
（１）背景

国の「森林・林業再生プラン」（平成２１年１２月２５日公表）において、２０

２０年までに木材自給率を５０％以上とする目標が掲げられ、この目標を受け、

平成２２年１０月１日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」

（以下「促進法」という。）が施行され「公共建築物における木材の利用の促進に

関する基本方針」（以下「国の基本方針」という。）が示された。

この促進法により、公共建築物における木材の利用に努めることが国や地方公

共団体の責務として示されるとともに、国の基本方針に則した都道府県方針の策

定について定められた。

また、本県においても、平成２２年３月に策定された、「福島県農林水産業振興

計画」に森林資源を余すところ無く利用することを目的とした「県産材フル活用」

を重点戦略として位置づけ、建築物等への木材利用推進に向けて、素材の安定供

給体制や木材加工流通施設の整備促進を進めている。

なお、平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災は、公共施設をはじめ多

くの建築物や産業に甚大な被害を与え、県民の安全、安心な生活を奪う事態を招

いた。今後震災からの復興へ向けて、公共施設の復旧やエネルギー利用をはじめ

として、人に優しく再生可能な資源である木材利用をより一層推進する必要があ

る。

（２）目的

県内における公共建築物の整備等において、県産材の利用を推進するための基

本的な事項等を定め、本県の森林林業の再生と低炭素社会の実現、さらには震災

からの復興に資することを目的として促進法第８条に基づき本方針を定める。

２ 用語の定義
この方針に使用する用語の定義は、次のとおりとする。

（１）｢公共建築物｣とは、県又は市町村が整備する公共の用又は公用に供する建

築物のほか、国又は地方公共団体以外の者が整備する学校、社会福祉施設等

公共施設に準じる建築物をいう。

（２）「県産材」とは、県内の森林から生産された木材のことをいう。
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（３）「木造化」とは、建築物の新築、増築、又は改築に当たり、構造耐力上主要

な部分である壁、柱、梁、桁、小屋組等の全部もしくは一部に木材を利用す

ることをいう。

（４）「木質化」とは、建築物の新築、増築又は改築又は模様替えに当たり、天井、

床、壁、窓枠等の室内に面する部分及び外壁等の屋外に面する部分に木材を

利用することをいう。

（５）｢グリーン購入｣とは、製品やサービス購入の際に、環境への負荷等に配慮

した調達を行うことをいう。

３ 県産材の利用推進のための基本的事項
（１）県産材の利用を推進すべき公共建築物

本方針において県産材の利用を推進すべき公共建築物は、県が整備する公共の

用または公用に供する建築物をはじめとして、別表１に定めるものとする。

（２）市町村等が整備する公共建築物における県産材利用の推進

県は、促進法第９条に基づく市町村内の公共建築物の整備における県産材の利

用の促進に関する方針（以下「市町村方針」という）の策定の促進を図るととも

に、国や地方公共団体以外の者が別表１に定める建築物を木造化もしくは木質化

する場合において、県産材の利用が促進されるように努めるものとする。

なお、市町村方針の策定にあたっては、地域から産出される木材の積極的利用

や各地域における木材の供給体制に配慮するものとする。

（３）公共建築物等の整備のための県産材の安定供給の確保

県は、市町村、公共建築物等の整備に係わる民間事業者、林業従事者、木材関

連業者、木造化を推進する建築士等と連携を図り、公共建築物や民間建築物への

木材利用の推進とそれに供する県産材の安定供給体制の整備促進に努めるものと

する。

（４）実績の公表

県は、「ふくしま県産材利用推進計画」において別途定める目標の達成に向け、

県及び市町村が整備する公共建築物の木造化・木質化の実績及び公共土木事業に

おける県産材の利用実績について調査し、毎年１回定期的に公表する。

４ 公共建築物における県産材利用の目標
（１）公共建築物における県産材の使用

県が実施する公共建築物の木造化もしくは木質化に使用する木材は、別表２に

挙げる理由による場合を除き、原則として県産材とする。
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また、主要な構造材である柱、梁、桁、土台、母屋等へは、品質、性能の明確

なＪＡＳ乾燥材製品の利用を推進する。

（２）公共建築物の木造化の推進

県が整備する公共建築物のうち、別表３に示す低層（高さ１３ｍ以下かつ軒高

９ｍ以下）の建築物においては、別表５に挙げるいずれかの理由に該当する場合

を除き、原則として木造により整備するものとする。

また、県が整備する別表３に示す建築物に該当しない公共建築物においては、

木造と非木造との混構造とすることを検討するなど、建築基準法その他法令に基

づく基準やコスト面における課題を考慮し、可能な限り木材の利用に努めること

とする。

（３）公共建築物の木質化の推進

県が整備する公共建築物において、建築基準法その他法令に基づく基準等によ

って木造化ができないと判断された場合であっても、別表４に示す建築箇所にお

いて、可能な限り木質化を図るものとする。

なお、木造化、木質化の実施の判断については、県が整備を行おうとする全て

の公共建築物を対象に、所管する部局において、別紙「県が整備する公共建築物

における木造化・木質化のフローチャート検討資料」に基づき、事前検討を実施

することとする。

（４）備品等における木製品の利用

県が公共建築物に導入する備品、消耗品のうち、別表６に示すものについては、

グリーン購入を基本に、木製品の導入に努めることとする。

（５）木質バイオマスエネルギー利用施設の導入

県が整備する公共建築物における空調設備やボイラー等の設置に関しては、ペ

レット等木質バイオマスを燃料とする施設の導入に努めることとする。

５ 県産材の安定供給体制の整備
（１）市町村との連携体制の強化

県は、市町村が整備する公共建築物への県産材利用を推進するため、公共建築

物への県産材活用事例や県産材関連製品、木材供給者や木造建築に携わる建築士

等に関する情報の収集提供に努め、市町村と積極的な連携を図るものとする。

（２）関係団体間の連携体制の強化

県は、公共建築物の整備に供する県産材の円滑な供給を図るため、木材等関係

者の連携を促進し、県産材の安定供給体制の整備促進に努めるものとする。
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（３）木材製造高度化計画の認定

県は、木材の供給に携わる関係者の取組を促進するため、促進法第１０条に規

程する「木材製造高度化計画」の作成支援に努めるものとする。

（４）品質、性能が明確な県産材の供給体制の推進

県は品質や性能が明確な県産材の供給体制の整備に向け、乾燥材やＪＡＳ製材

品の普及推進に努めるとともに、県産材を供給する事業者へ、ＪＡＳ製材品の認

定取得について、働きかけに努めるものとする。

６ 公共建築物以外の建築物等における県産材の利用促進
（１）民間建築物への県産材の利用促進

県は、民間事業者による建築物の整備における、県産材利用への理解を得るよ

う努めるとともに、県産材活用事例や県産材関連製品の紹介及び木材供給者や木

造建築に携わる建築士等に関する情報提供等を積極的に行うこととする。

また、別表１に定める建築物に限らず、民間住宅や民間事業所、展示・ＰＲ効

果が高い商業施設等への県産材利用について、積極的に推進するものとする。

（２）公共土木事業等における県産材の利用

県が実施する公共土木事業においては、県産材を優先的に使用するものとする。

また、市町村が実施する公共土木事業への県産材の積極的利用を促進するとと

もに、建設業者に対する県産材を利用した技術や製品情報の提供を行い、土木工

事等への県産材利用を進めることとする。

（３）木質バイオマスの利用促進

県は、民間事業者が整備する建築物や民間住宅への木質バイオマスエネルギー

利用施設の導入に関する積極的な情報提供を行い、木質バイオマスの利用拡大に

努めるものとする。

７ 県民への普及啓発
県は、公共建築物をはじめとした県産材の積極的な利用を通じ、循環型社会の形

成へ向けた森林づくりの必要性などについて県民の理解を得るように努めるとと
も り

もに、県産材利用による製造エネルギーの低減や炭素固定による環境貢献度につ

いて、わかりやすい情報の発信に努め、低炭素社会の実現に向けた県民意識醸成

を図っていくこととする。
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８ 推進の取り組み
取り組みにあたっては、「ふくしま県産材利用推進計画」を定め、関係部局との

連携を図り総合的に推進する。

別表１ 県産材の利用を推進すべき公共建築物

別表２ 県産材を使用できない理由

※上記の理由に該当し、県産材を使用できない場合には、国産材の使用に努めるものとする。
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別表３ 木造化を推進する施設
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別表４ 木質化を推進する箇所
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別表５ 木造化、木質化できない理由

別表６ 県が積極的に木製品の導入を図る備品等の種類
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内は、重点的に木造化を推進する場合の基本のフローである。
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県が整備する公共建築物における木造化・木質化のフローチャート

＜公共建築物の木造化＞

＜公共建築物の木質化＞

１．重点的に木造化を推進する施設

(別表３)の用途に該当するか？

３．建築物またはその各部位に要求され

る機能、性能面において、木材を利用す

ることが可能か？

木造化のＳＴＡＲＴ

可能な限り木

質化を図る

３－１．敷地周辺の交通量や隣接建物の

用途等、立地条件と、騒音・振動・防災・

セキュリティー等の諸性能は確保できる

か？

３－２．将来において、増築等の可能性

はないか？又、増築等の予定がある場

合には、法規制等を満足できる見込みが

あるか？

２．重点的に木造化を推進する施設（別

表３）の規模に該当するか？

３－３．使用する木材の品質及び供給量

の安定性は確保されているか？

４．設計の留意点

（１）木造建築の構造設計

（２）木造建築の防火設計

（３）適切なコストで品質を確保

①無理のない材料の選択

②乾燥過程なども考えた木材調達のタイミングに留意

③耐久性を配慮した仕上げ、ディテールの選択

④木造建築に合ったメンテナンス計画の策定

木造建築物

を採用

１－１．別表３に示す施設の用途以外で、

木造化の検討が可能か？

２－１．施設のモデル性や県産材の利用

促進等の観点から木造化を推進すべき

か？

２－２．建築工法上の工夫等により、関

係法令による基準をクリアできるか？も

しくは建築基準法に基づく国土交通大臣

の認定を受けることが可能か？

木質化のＳＴＡＲＴ

１．重点的に木質化を推進す

る施設（別表４）に該当するか

施設の規模・構造に関わ

らず、対象室等の内外装

の木質化を重点的に実施

施設内への木製品の設置

等、木材の利用に努める。

２．建築基準法等の関係法令

上、木材の使用が可能か？又、

要求される機能、性能面にお

いて、木材を利用できるか？
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